
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 長野県では、無差別殺傷事件や中山間地域での強盗事件など、県民の不安に直結する凶

悪事件が発生し、防犯対策のあり方が改めて問われていることから、県民が犯罪に巻き

込まれることなく、安全で安心して暮らせる地域社会の実現を目指した「指針」の策定を

進めています。 

 つきましては、この指針（案）について、県民の皆さまのご意見を伺います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

１ 募集事項 

  長野県安全で安心なまちづくり指針（仮称）に対するご意見 

２ 募集期間 

令和７年 12 月 16 日（火）から令和８年１月 14 日（水）まで 

３ 指針の閲覧方法 

  下記の URLからご覧いただけます。 

  http://www.pref.nagano.lg.jp/kurashi-shohi/20251216public-comment.html 

また、県庁県民文化部くらし安全・消費生活課（県庁本館棟７階）においてもご覧いた 

だけます。 

４ ご意見の提出方法及び提出先 

  次のいずれかの方法により、ご意見をお寄せください。 

・ 電子メール、ファクシミリ又は郵送 

   （提出先）長野県 県民文化部 くらし安全・消費生活課（防犯担当） 

        郵送 〒380-8570（県庁専用郵便番号のため住所記載不要です。） 

        電子メール  bouhan@pref.nagano.lg.jp 

        ファクシミリ 026-235-7284 

・ 回答フォーム 以下の URLまたは二次元バーコードより回答 

https://forms.office.com/r/K40fn2dbNv 

  ※電話及び口頭でのご意見は受け付けられませんので、ご了承ください。 

５ その他 

・ お寄せいただいたご意見は、後日、内容と県の考え方を一括して公表する予定です。 

・ 個別の回答は行いませんので、ご了承ください。 

・ 提出用紙にご記入いただく個人情報は、本件以外の目的には使用しません。 

長野県（県民文化部）プレスリリース 令和８年（2026 年）１月５日 

「長野県安全で安心なまちづくり指針(仮称)」の策定に   

対する県民の皆様からのご意見を募集しています 

（問合せ先） 
担 当  県民文化部くらし安全・消費生活課  

（防犯担当） 中島 
電 話  026-235-7174（直通） 
    026-232-0111（代表）内線 2841 
F A X  026-235-7284 
E-mail  kurashi-shohi@pref.nagano.lg.jp 

http://www.pref.nagano.lg.jp/kurashi-shohi/20251216public-comment.html

